
東京都シルバーパス
新規購入

　発行日（10月1日以降）から令和5年9
月30日まで都営交通・都内民営バスを
利用できます。
都内在住の70歳以上の方
①住民税が非課税か、令和3年の合計

所得金額が135万円以下の方＝1,000円
※譲渡所得の特別控除適用がある方は、
135万円を超えても該当する場合があり
ます。問合先へご確認ください
②そのほかの方＝20,510円
本人確認書類（健康保険証、マイナン

バーカードなど）を最寄りのバス営業所
へ持参　※①介護保険料納入通知書や課
税（非課税）証明書なども必要
（一社）東京バス協会
　☎5308－6950

親族後見人交流会
　弁護士、司法書士、社会福祉士を交え
て、意見・情報交換を行います。
親族の成年後見人、保佐人、補助人
11月11日㈮午後1時30分～3時
大田区社会福祉センター
先着10名
問合先へ電話。10月5日から受け付け
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2022　 3736－5590

外国籍のお子さんの
区立小・中学校への就学申し込み
　2023年4月に区立小・中学校に入学
を希望する外国籍のお子さんは、申し込
みが必要です。10月上旬に就学案内を
郵送します。
1小学校
2016年4月2日～2017年4月1日生ま

れのお子さん 
2中学校
2010年4月2日～2011年4月1日生まれ

で区立小学校を卒業見込みの方 
◇12ともに◇

問合先へ在留カードか特別永住者証明
書を持参。10月24日締め切り
学務課学事係

　☎5744－1429　 5744－1536

令和5年度小学校就学予定者
就学援助費（新入学用品費）

　一定の所得に満たない世帯
を対象に、小学校の入学準備
にかかる費用の一部を支給し
ます。
　10月下旬に対象者へ申請
書を郵送します。詳細はお問い合わせい
ただくか区HPをご覧ください。
区内在住で令和5年度小学校入学予定

のお子さんのいる保護者
学務課学事係　

　☎5744－1429　 5744－1536

児童手当の振り込みを
ご確認ください

　6～9月分を10月7日に振り込みます。
金融機関によっては2～3日入金が遅れ

る場合があります。　
●手当額　児童1人当たり
月額5,000円～15,000円
※お子さんの年齢や保護者の
所得額により、手当額は異な
ります
※所得が上限限度額を超えた場合、手当
を受給することができません。所得が減
少し改めて対象になった場合、手続きが
必要です
子育て支援課こども医療係

　☎5744－1275　 5744－1525

ひとり親医療証の更新
　ひとり親医療証を更新するための現況
届を、該当する方（児童扶養手当受給者
などを除く）へ10月上旬に郵送します。
10月31日までにご提出ください。
※新規申請・再申請についてはお問い合
わせください
子育て支援課児童育成係

　☎5744－1274　 5744－1525

介護保険料の納付書を
10月7日に郵送します

　納期限までに金融機関などで納めてく
ださい。
保険料を納付書で納めている方、年金

から保険料が引かれており、8月以降に
保険料段階に変更があった方
介護保険課　 5744－1551（共通）

保険料額＝資格・保険料担当
　☎5744－1491
保険料の納付、口座振替＝収納担当
　☎5744－1492

教育委員会定例会
①10月24日㈪午後2時から

②11月21日㈪午後2時から
③12月22日㈭午後3時から
ニッセイアロマスクエア5階（蒲田5－

37－1）
抽選で各16名
当日会場へ

※手話通訳・要約筆記希望は開催日の7
日前までに問合先へ電話かFAX（記入例
参照）
教育総務課庶務係

　☎5744－1422　 5744－1535

10月17～23日は
行政相談週間

　行政に関する要望、苦情などを行政相
談委員がお受けします。詳細はお問い合
わせください。
◆いつでも相談できます
　「行政苦情110番（☎0570－090110）」
では、行政相談週間に限らずいつでも相
談を受け付けています。
広聴広報課広聴担当

　☎5744－1135　 5744－1504

行政書士による無料相談会
　相続・遺言、成年後見、会社設立、各
種許認可申請、そのほか暮らしに関わる

相談を行政書士がお受けします。
10月27日㈭午前10時～午後4時
区役所本庁舎2階
当日会場へ
広聴広報課広聴担当

　☎5744－1135　 5744－1504

中小企業融資あっせん相談
（開業資金）

　開業時に必要な事業資金の融資を低利
で金融機関にあっせん、利子を補給しま
す。
区内で開業する方
月～金曜、午前9時～11時、午後1時

～4時　※休日を除く
産業プラザ
当日会場へ
産業振興課融資係

　☎3733－6185　 3733－6159 

大田区シルバー人材センター
入会説明・登録会

　自身の知識と経験を地域社
会に役立ててみませんか。
区内在住の60歳以上の方
10月14日 ㈮・18日 ㈫・

20日㈭①午前9時～10時②
午前10時30分～11時30分
2,000円（年）
先着各13名
問合先へ電話。問合先HPからも申し

込み可。開催日の3営業日前締め切り
(公社)大田区シルバー人材センター

　☎3739－6666　 3734－0722

生涯学習相談員養成講座
基礎編(7日制)

　生涯学習・社会教育につい
て学びます。基礎編と実践編
を修了すると、生涯学習相談
員（ボランティア）に登録でき
ます。
区内在住・在勤・在学の方
10月28日、11月4・11・18・25日、

12月2・9日㈮午後1時30分～4時
消費者生活センターほか
抽選で20名
9月30日～10月17日（必着）に電子申

請。問合先へ往復はがき（記入例参照）も
可
※定員に満たない場合は、10月18日か
ら電話で受け付け
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1443　 5744－1518

ご近所さんサポーター
　0歳児を育てる世帯を月に
1回訪問し、子育て支援グッ
ズの配布や地域の子育て情報
などの提供を通じて身近な存
在になる活動です。
区内在住の18歳以上の方
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－5555　 3736－5590

おおた福祉フェス2022
（オンライン）

　介護の仕事の合同就職相談
会、懇親会、ビンゴ大会を行
います。介護の仕事紹介動画
も公開しています。詳細は区
HPをご覧ください。
10月16日㈰午前10時～午後3時

先着300名
区HPから申し込み
介護保険課介護保険担当

　☎5744－1655　 5744－1551

出張内職相談会
　内職の仕事の紹介や登録を受け付けま
す。登録には運転免許証、健康保険証な
どの身分証明書が必要です。　
※問合先では随時受け付けています
区内在住の方
10月25日㈫午前9時30分～11時30

分
ハローワーク大森
問合先へ電話
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

区立児童館などの業務補助員
（名簿登録制）

　欠員があった場合、名簿登録者の中か
ら中途採用します（資格不要）。
●勤務時間　週5日、午前8時30分～午
後7時15分の間で実働4時間
●勤務期間　職務に応じて定められた期
間（最長6か月）
●報酬　月額95,008円（交通費支給有り）
問合先へ電話か申込書（問合先で配布。

区HPからも出力可）を郵送か持参
子育て支援課子育て支援担当

　☎5744－1272　 5744－1525

東京都最低賃金の改正
　10月1日から東京都の最低賃金が時間
額1,072円となりました。都内で働く全
ての労働者に適用されます。
東京労働局労働基準部賃金課

　☎3512－1614

10月15～21日は
違反建築防止週間

　建築業者は、建築基準法を守って設計・
施工しましょう。10月20日に工事中の
建物を対象とした、全国一斉パトロール
を行います。
建築調整課監察担当

　☎5744－1384　 5744－1558

銭湯まつり
　10月10日は銭湯の日です。各浴場では
ラベンダー湯や先着で限定グッズが当た
る抽選会を実施します。　※実施の有無、
詳細は各浴場へお問い合わせください
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1373　 6424－8233

始めてみませんか
「老いじたく」

1相談会
　遺言、相続、不動産登記など、将来へ
の不安や疑問を司法書士などに相談でき
ます。
10月12日～12月21日の水曜（11月

23・30日を除く）、午前9時30分～11
時30分　※1人50分

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ
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相談を行政書士がお受けします。
10月27日㈭午前10時～午後4時
区役所本庁舎2階
当日会場へ
広聴広報課広聴担当

　☎5744－1135　 5744－1504

中小企業融資あっせん相談

先着300名
区HPから申し込み
介護保険課介護保険担当

　☎5744－1655　 5744－1551

出張内職相談会
　内職の仕事の紹介や登録を受け付けま
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